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　ＡＣＰとは、将来の医療やケアについて、本人とその家族、近しい人、医療スタッフやケアチームが繰り返し
話し合いをして、本人による意思決定を支援する取り組みのことです。その取り組みの内容から「人生会議」と
も呼ばれています。
　最期まで自分らしい人生をまっとうするために、自分がどこでどのような医療やケアを受けたいのか、どんな
価値観をもっているのかを日頃から考え、家族など大切な人と共有しておけば安心です。
　心の余裕のある時にじっくり考える時間を持ち、あなたの考えを大切な人に伝えてみませんか？

もしものときのために
人生会議をしていますか？

■人生会議の進め方（例）

話し合う
あなたの想いを知ってほしい人と、自分
の想いについて話し合いましょう。

共有する
　・家族や友人など、自分の想いをあなた
　の代わりに伝えてくれる人と話し合っ
　た内容を共有しましょう。
　・介護者やケアマネジャー、主治医にも
　伝えておきましょう。

STEP ２STEP ３

共有したことは記録として
書き留めておきましょう

考えたところから
書いてみましょう

　トータルサポートセンター
☎０８６９-２２ - ３８００
問

考えるSTEP １

　自分の大切にしている想いや希望する
医療ケアについて考えてみましょう。

「できるだけ長く自宅で過ごしたい」
「最期は治療より好きなものを食べたい」

など

　認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。初期の段階で治療を行うことにより、症状が改善したり、進行を遅ら
せたりできる場合があります。また、検査をすることで別の病気が見つかることもあります。
　「もの忘れが増えた」「どこに相談すればよいか分からない」など困ったことがあれば、自分だけ、または家族だけ
で抱え込まず、お気軽にご相談ください（相談料は無料）。
　相談は予約制（１人約 30 分）です。電話、ＦＡＸ、市ホームページのメールフォームで相談者の氏名と連絡先を
ご連絡ください。申し込み多数の場合は、別の相談日をご案内します。

▽日時　令和８年１月 15 日（木）午後１時 30 分～午後３時

▽場所　瀬戸内市総合福祉センター

▽相談対応職員　保健師、社会福祉士、看護師など

▽予約期限　令和８年１月８日（木）
　　トータルサポートセンター　☎０８６９-２２ - ３８００　FAX ０８６９ - ２２ - ３８０１ 市ホームページ問予

「もの忘れ相談会」を開催します

　市では、緊急時の連絡先や療養記録、医療・介護に関する希望などを書き込む
ことができる「私の在宅療養のしおり」を作成しています。在宅や地域で療養中
の人、高齢者を中心に配付しています。
　このしおりは、今後どんな治療を受け、どう過ごしたいかなどを家族や支援者
の人と話し合い、医療関係者（主治医や看護師など）にも伝えるためのものです。
　しおりの活用方法や書き方など、出前講座も実施しています。配付を希望する
人はトータルサポートセンターへお問い合わせください。
※このような取り組みは、個人の主体的な行いによって考え、進めるものです。
　知りたくない、考えたくないと思っている人への十分な配慮が必要です。

希望や想いは時間の経過や
健康状態によって変わるため、
何度も繰り返すことが

大切です。

「私の在宅療養のしおり」
ご活用ください

市ホームページからも
ダウンロードできます。

人生会議 ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）
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　税務課　☎０８６９-２２ - １１１４
　西大寺税務署　☎０８６-９４２ - ３８１５
問
問

　市県民税の申告は、令和８年度の市県民税・森林環境税（個人住民税）を算定するため
の基礎資料となります。
　また、所得課税証明書を発行する場合や、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医
療保険料の算定資料、国民年金保険料の免除申請などの各種手続きに必要となりますので、
下図のフローチャートを参考に必要な手続きをしてください。

税の申告準備をお忘れなく！

e-Tax 送信方法など詳しくはこちら▶

申告が必要かどうか確認しましょう

令和８年１月１日現在、
瀬戸内市に住んでいる

令和７年中に
収入があった

令和７年中に
給与収入があった

令和７年中に
年金収入があった

ただし、所得よりも控除が
大きい場合や、収入より経
費が多い場合は市県民税の
申告をしてください。

確定申告をしてください

瀬戸内市に市県民税の申告を
する必要はありません
令和８年１月１日に住所があった
市区町村に相談してください。

市県民税の申告が必要な場合
があります
所得・課税証明書の発行や国民
健康保険税などの算定のため申
告が必要な場合があります。

年金収入が400万円以下であり、
かつその他の所得が20万円以
下の人でも、所得税の還付を受
ける場合は確定申告をしてくだ
さい。ただし、還付を受けない
場合でも、市県民税が減額にな
る場合は、市県民税の申告をし
てください。

確定申告または市県民税の
申告が必要な場合があります

令和７年中の給与が
年末調整されている

２カ所以上から給与をも
らっており、年末調整を
されていない給与がある

確定申告を
してください

確定申告を
してください

確定申告および
市県民税の申告をする
必要はありません。

勤務先から瀬戸内市へ
「給与支払報告書」が
提出されている

確定申告はマイナンバーカードで自宅から e-Tax ！

市県民税の申告を
してください

ただし、年末調整をさ
れていない給与の収入
金額（所得金額ではな
いので注意）と各種の
所得金額（給与所得を
退職所得を除く）との
合計額が 20 万円以下
の場合は市県民税の申
告をしてください。

メリットいろいろ！

　e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用する
と自宅や事務所などから申告や納税などができます。
スマートフォンからでも可能です。 □ マイナンバーカード

□ マイナンバーカード読み取り対応のスマホ
□ マイナンバーカードのパスワード２つ
　（数字４桁、英数字６～ 16 桁）

e-Tax 利用に必要なもの

確定申告を
してください

24 時間いつでも利用可能

添付書類の提出不要（一部書類を除く）

所得税が３週間程度で還付（書面の場

合は１カ月半程度で還付）

ただし、給与以外の
所得の合計額が 20万
円以下の人は、市県
民税の申告をしてく
ださい。

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

給与以外に年金・報酬
などの所得があった




